
本籍を移動するには ～転籍について～ 
 

本籍を移動するには、「転籍届」が必要です。 

転籍をするとその戸籍に載っている全員が一緒に移動します。 

 

１． 転籍に必要な書類 
①転籍届 1 通 

 戸籍の筆頭者および配偶者（夫婦）のそれぞれの署名と捺印が必要です。 

 印鑑は別々の物を使ってください。 

②戸籍謄本 1 通 

 同一市区町村内の移動の場合は必要ありません。 

 

２． 届出するところ 
    新しく本籍を作る市区町村役場に届出してください。 

    （他の市区町村役場に届出することもできます。） 

 

４ 本人確認 

   平成15年12月1日(月）から婚姻・協議による離婚・養子縁組・協議による養子離縁・ 

   転籍届については本人確認を行っています。来庁する方（届出人または使者）の身分証明書を 

   提示してください。 

◎身分証明書等とは 
     運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど、顔写真が貼付された官公署が 

発行した免許証、許可証、資格証明書（有効期間内のものに限る） 

 

 

 

 

 

長野県飯山市役所 

民生部市民課市民係 

電話 0269-62-3111 内線 151 
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